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介護報酬の請求事務について 

≪居宅サービスの支給限度額管理の基本的な流れ≫ 

要介護者等が居宅で介護サービスを受ける場合は、事前に①居宅サービス計画作成依頼届を保険者（市町

村）に届け出て、②被保険者証に居宅サービス計画作成を依頼する居宅介護支援事業所の事業所名の記載を

受けます。 

③要介護者等から依頼を受けた居宅介護支援事業所は居宅サービス計画の作成を行い、それを④要介護者

等に交付します。また、⑤居宅サービス事業所に依頼・調整を行います。 

居宅介護支援事業所から依頼を受けた居宅サービス事業所は、⑥要介護者等にサービスの提供を行います。 

居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に基づいて、⑦給付管理票と居宅介護支援費請求明細書を作成

し、⑧サービス提供月の翌月 10日までに国保連合会へ請求及び提出を行います。また、居宅サービス事業所

は、⑦サービス提供実績に基づいて介護給付費請求明細書（以下「請求明細書」という。）を作成し、⑧サー

ビス提供月の翌月 10日までに国保連合会へ請求及び提出を行います。 

国保連合会では、⑨給付管理票と請求明細書の審査・突合を行い、⑩給付実績を保険者に送付するととも

に、⑪各事業所に支払いを行います。 

居宅サービス計画の届出から給付管理票情報の送付までの概略的な流れを示すと次のとおりです。 

 

  
 

 

 

 

 

 

※小規模多機能型居宅介護は、図と流

れが異なりますのでご注意ください

（居宅介護支援費は請求不可です） 
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令和４年１０月介護報酬改定について 

令和 4 年 10 月から介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます。 

 

対象サービスは以下の通りです。 

・訪問介護 

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・（介護予防）訪問入浴介護 

・通所介護 

・地域密着型通所介護 

・（介護予防）通所リハビリテーション 

・（介護予防）特定施設入居者生活介護 

・地域密着型特定施設入居者生活介護 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

・介護福祉施設サービス 

・地域密着型介護老人福祉施設 

・（介護予防）短期入所生活介護 

・介護保健施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（老健） 

・介護療養施設サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（病院等（老健以外）） 

・介護医療院サービス 

・（介護予防）短期入所療養介護（医療院） 

 

各サービスの加算割合、行政への届出等については、以下の資料を参考にしてください。 

・介護保険最新情報Ｖｏｌ．1082（介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベース

アップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について）（令和４年６月２１日） 

 ・ＷＡＭＮＥＴ（令和４年８月 15 日付厚生労働省老健局介護保険計画課認知症施策・地域介護推進課老人保健課

事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について（その１）」 

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=8792&ct=020050010 
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対象外サービスは以下の通りです。 

・（介護予防）訪問看護 

・（介護予防）訪問リハビリテーション 

・（介護予防）福祉用具貸与 

・特定（介護予防）福祉用具販売 

・（介護予防）居宅療養管理指導 

・居宅介護支援 

・介護予防支援 



 

 

介護給付費の適正化について 

 国保連合会では、保険者の委託を受けて介護給付費の適正化として縦覧点検を行っています。サービス提供月か

ら８ヶ月後に確認を行います。        

        

◆縦覧点検（すべての事業所が対象）        

 国保連合会から「確認届」・「照会事項」等で確認のあったものについては、併せて他のサービス提供月の自主点検

をお願いします。（算定回数、重複算定等） 

        

◆居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表・介護給付費縦覧審査確認表（支援事業所） 

（居宅介護支援事業所・地域包括支援センターが対象）      

  

 居宅（予防）介護支援事業所から給付管理票の提出・サービス計画費の請求があり、給付管理票に不備がなくサー

ビス計画費の支払いが行われたものに対して、サービス事業所への支払いが行われていない場合に、「利用実績のな

い」給付管理票の提出・サービス計画費の請求を行っていないかどうかを確認していただくために『居宅介護支援

請求におけるサービス実施状況一覧表』を送付しています。  

 

 該当月のサービス利用実績の有無、登録済みの給付管理票の内容を確認してください。   

 居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表の送付時期については以下のとおりです。  

      

        

        

        

 

※送付する通知の名称        

サービス提供月から５ヶ月後 → 居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表 

サービス提供月から６ヶ月後 → 居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表 

サービス提供月から７ヶ月後 → 居宅介護支援請求におけるサービス実施状況一覧表 

サービス提供月から８ヶ月後 → 介護給付費縦覧審査確認表（支援事業所）   

     

 

注）ケアマネジメントを行い、コロナによりサービス実施がされなかった場合 

の居宅介護支援費の請求方法について「計画単位数を０単位」で作成した 

給付管理票と居宅介護支援介護給付費明細書を提出する。 

   「令和３年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.3）（令和３年３月２６日）」問 119 
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審査結果の確認方法について 

国保連合会での審査が終了すると、審査結果の通知を送付します。その中で問い合わせの多い通知についてお知

らせします。 

 

請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表 

 
 

◆請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表とは？ 

  各事業所から請求等のあった介護給付費請求明細書及び給付管理票について、チェックを行いエラーとなった

ものを返戻又は保留としてお知らせするものです。 

  主なチェック内容は 

  ・必要箇所への入力漏れ、入力誤りがあるもの 

 ・請求明細書等の請求額等に計算誤りがあるもの 

  ・該当被保険者の資格に関する情報、該当事業所の届出情報等と突合して、一致しなかったもの 

 等があります。 

◆請求明細書・給付管理票返戻（保留）一覧表の確認方法 

 〇備考欄を確認 

  備考欄の表記は 3 種類あります。「返戻」か「保留」か確認してください。 

  ・「４桁英数字」 → 返戻であることを示しています。 

  ・「返戻」 → 返戻であることを示しています。 

  ・「保留」 → 保留であることを示しています。 

 

一覧表中の各項目（①～⑨）の説明

も確認してください！ 
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 〇種別欄を確認 

  種別欄の表記は４種類あります。どの請求にエラーが生じたのか確認してください。 

  ・「サ」 → サービス計画費請求明細書 

  ・「請」 → 請求明細書 

  ・「給」 → 給付管理票 

  ・「ケ」 → 介護予防ケアマネジメント費請求明細書 

 〇内容欄を確認 

  内容欄にはエラーになった理由が表示されます。 

 〇上記を踏まえて、順番にエラーの原因を確認してください。 

  １．備考欄で「返戻」か「保留」か確認 

  ２．種別欄でどの請求が返戻又は保留になったのか確認 

  ３．内容欄で返戻又は保留の理由を確認 

◆返戻又は保留の内容や、各種通知の確認方法は静岡県国保連合会のホームページをご覧ください。 

静岡県国保連合会ホームページ→介護保険事業者の皆様へ→介護報酬請求に関する資料→②介護保険請求事務

の解説 
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静岡県国保連合会のホームページについて 

 介護保険の請求に関する資料や、各種様式を掲載しています。請求事務の参考にしてください。 
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① 請求方法、インターネットでの伝送について 

② 介護報酬の請求等に係る年間のスケジュール 

③ 関係通知、請求事務の解説、サービスコード表等 

④ 各種届出様式、請求明細書等様式 

⑤ 介護保険だより（バックナンバーもあります） 

⑥ 静岡県内保険者の保険者番号一覧表 

⑦ 苦情相談に関する内容 

⑧ 審査情報印刷プログラムについて 

① 
 

② 
 

③ 
 

④ 
 

⑤ 
 

⑥ 
 

⑦ 
 

⑧ 
 


